
加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、同和問題をはじめ子ども、女性、障がいのある人、高齢者、外国人

など様々な人権課題を解決するために、地域において差別を生み出す体質・土壌を具体

的に改善していく活動を通して、地域全体の人権意識の高揚を図ることを目的として実

施される加古川市人権のまちづくり事業（以下「まちづくり事業」という。）に要する

経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、加古川市補助金等交付

規則（昭和61年加古川市規則第30号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、補

助金の交付等に関して必要な事項を定める。 

 （対象団体） 

第２条 補助金の交付申請をすることができる団体は、市内に活動の拠点を有し、人権に

関する自主的活動を実施している１０人以上の団体で、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

（１）構成員の半数以上が加古川市民である団体 

（２）活動の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できる団体 

（３）暴力団（加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成24年条例第１号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団

員をいう。）若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制の下に

ない団体 

（４）政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としていない団体 

（５）年間１５時間以上の活動をし、内１０時間以上かつ年間５回以上の人権課題解決に

つながる活動を実施している団体 

（補助金の種類、補助対象経費及び補助額） 

第３条 市は、この要綱に基づき、事務又は事業に要する経費の一部を補助するものとし、

補助事業の対象経費及び補助金の額については、別表に掲げるとおりとする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「補助申請者」という。）は、加古川市



人権のまちづくり事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え

て、補助事業を実施する前までに市長に提出しなければならない。 

（１）加古川市人権のまちづくり事業計画書 

（２）加古川市人権のまちづくり事業収支予算書 

（３）加古川市人権のまちづくり事業出席者名簿 

（補助金の交付の決定及び決定の通知） 

第５条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定したときは、加古川市人権のまちづくり事業補助金／交付／

不交付／決定書（様式第２号）により、速やかにその旨を補助申請者に通知するものと

する。 

（補助事業の内容の変更等） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた団体（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の

内容を変更しようとするときは、遅滞なく加古川市人権のまちづくり事業補助事業変更

申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。ただし、軽昜な変更で市長が認めるものについては、この限りではない。 

（１）加古川市人権のまちづくり事業変更計画書 

（２）加古川市人権のまちづくり事業変更後の収支予算書 

２ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとす

るときは、直ちに加古川市人権のまちづくり事業補助事業／中止／廃止／申請書（様式

第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査する

とともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の内容の変更、中止、又は廃

止の承認又は不承認を決定し、補助事業の内容の変更に係るものにあっては加古川市人

権のまちづくり事業補助事業変更／承認／不承認／通知書（様式第４号の２）により、

補助事業の中止又は廃止に係るものにあっては加古川市人権のまちづくり事業補助事

業／中止／廃止／承認／不承認／通知書（様式第４号の３）により、速やかにその旨を

補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 



第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに加古川市人権のまちづくり

事業補助事業実績報告書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（１）加古川市人権のまちづくり事業報告書 

（２）加古川市人権のまちづくり事業収支決算書 

（３）加古川市人権のまちづくり事業現金出納簿 

（４）加古川市人権のまちづくり事業領収書添付シート  

（５）加古川市人権のまちづくり事業活動報告書 

（６）加古川市人権のまちづくり事業出席者名簿 

（補助金の額の確定) 

第８条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の審

査により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を加古川市人権のまちづくり事業補助

金確定通知書（様式第６号）により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、確

定した補助金の額が、第５条の規定により交付の決定をした補助金の額（第６条第３項

の規定により補助金の額の変更を決定したときは、当該変更後の額）と同額であるとき

は、当該通知を省略することができる。 

（検査等） 

第９条 市長は、補助事業者に対し補助金の交付の目的を達成するために必要があると認

めるときは、その目的を達成するために必要な限度において補助金の使途について必要

な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。 

（補助金の交付） 

第10条 市長は第８条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業

者に交付するものとする。ただし、市長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは、

補助金の確定前であっても補助金の一部を交付することができるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに加

古川市人権のまちづくり事業補助金請求書（様式第７号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（交付決定の取消し及び返還） 



第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、加古川市人権のま

ちづくり事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消し、若しくは補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全

部又は一部を返還させることができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

（２）補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）暴力団等であって、暴力団を利すると認められる補助金等の交付の決定又は交付を

受けたとき。 

（５）補助対象団体の執行方法が不適当と認められたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、当該取消しに係る

部分に関し既に補助金が交付されているときは、加古川市人権のまちづくり事業補助金

返還命令書(様式第９号)により、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じなけ

ればならない。 

３ 補助の対象となる事業が終了したとき、又は交付された補助金が属する市の会計年度

が終了したときにおいて、交付した補助金のうち余剰金が生じたときは、市長は、期限

を定めてその返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

  

 

 

 



別表 

 加古川市人権のまちづくり事業 

 

補助事業の対象 

となる経費 

区分 補助対象経費 

報償費 事業に係る講師への謝礼や交通費など 

消耗品費 
事業に係る1品5千円未満の物品（事務用品、

資料作成のためのコピー用紙などの消耗品） 

食糧費 
会議用お茶等(ペットボトルを含む。ただし、

アルコール類は除く。)の購入費 

印刷製本費 事業に係る印刷製本費 

通信運搬費 事業に係る切手代、郵送費 

燃料費 事業に係るガソリン、灯油等の購入費 

使用料・賃借料 
事業及びその打合せに係る会場使用料、機器

使用料、複写機使用料、車両借上料など 

その他 事業の実施に必要であると特に市長が認め

たもの 

 

補助金の額 

 

 

 

加古川市人権のまちづくり事業を行う額とする。 

ただし、上限 12万円とする。 

 

  



様式第１号 

加古川市人権のまちづくり事業補助金交付申請書 

令和  年  月  日 

加古川市長 様 

補助申請者 

 

住所又は所在地 

 

団体名                

 

（代表者名             ） 

 

   補助金の交付を受けたいので、加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱第４条の 

規定により、次のとおり申請します。 

 

 なお、当団体及び当団体の構成員は、暴力団などの反社会的組織に属さないことを誓約 

いたします。 

 

補 助 事 業 

の 内 容 

 

 

 

 

補 助 金 の 

交 付 申 請 額 
円 

補助事業の着手 

及び完了年月日 
令和  年  月  日から  令和  年  月   日まで 

そ の 他 
 

 

添 付 書 類 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ 出席者名簿 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

交付 

加古川市人権のまちづくり事業補助金      決定書 

不交付 

加人文第      号 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

加古川市長           印 

 

   補助金の交付について次のとおり決定しましたので、加古川市人権のまちづくり事業補助金 

交付要綱第５条の規定により、通知します。 

 

交 付 申 請 

年 月 日 
令和    年    月    日 

交 付 の 可 否 交付         不交付 

不交付の理由 
 

 

補 助 金 

交 付 決 定 額 
円 

補 助 金 の 

交 付 条 件 

 

 

交付申請書の 

取下申請期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

加古川市人権のまちづくり事業補助事業変更申請書 

令和  年  月  日 

 

加古川市長 様 

 

補助事業者 

 

住所又は所在地 

 

団体名                 

 

（代表者名             ） 

 

補助事業の内容を変更したいので、加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱 

第６条第 1項の規定により、次のとおり申請します。 

 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
令和   年   月   日 加人文第     号 

変 更 理 由 
 

 

変 更 内 容 
 

 

補 助 金 の 額 

変更後の額                   円 

変更前の額                   円 

差引増減額                   円 

そ の 他 
 

 

添 付 書 類 
１ 変更計画書 

２ 収支予算書（変更後） 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

                           中止 

加古川市人権のまちづくり事業補助事業    申請書 

廃止 

令和   年  月  日 

 

加古川市長 様 

 

補助事業者 

 

住所又は所在地 

 

団体名                 

 

（代表者名              ） 

 

補助事業を中止・廃止したいので、加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱 

第６条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
令和   年   月   日  加人文第     号 

補 助 金 

交 付 決 定 額 

                             円 

（うち交付済額           円） 

中止 

の 理 由 

廃止 

 

 

そ の 他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号の２ 

 

    承 認 

加古川市人権のまちづくり事業補助事業変更         通知書 

    不承認 

 

加人文第      号 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

加古川市長           印 

 

  補助事業の内容の変更について次のとおり決定しましたので、加古川市人権のまちづくり事業 

補助金交付要綱第６条第３項の規定により、通知します。 

 

補  助 年 度 令和    年度 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
令和   年   月   日  加人文第    号 

変更申請年月日      令和   年   月   日 

変 更 の 理 由  

承 認 の 可 否 承認     不承認 

不承認の理由 
 

変更後の補助金等 

交 付 決 定 額 
                            円 

補 助 金 等 の 

交 付 条 件 

 

 

 



様式第４号の３ 

 

中止  承認 

加古川市人権のまちづくり事業補助事業         通知書 

廃止  不承認 

 

加人文第      号 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

加古川市長           印 

 

  補助事業の中止（廃止）について次のとおり決定しましたので、加古川市人権のまちづくり事業 

補助金交付要綱第６条第３項の規定により、通知します。 

 

補  助 年 度 令和    年度 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
令和   年   月   日  加人文第    号 

中止（廃止） 

申 請 年 月 日 
     令和   年   月   日 

中  止 

  廃  止 
 

承 認 の 可 否 承認     不承認 

不承認の理由 
 

中止(廃止)後の補 

助金等交付決定額 
                            円 

補 助 金 等 の 

交 付 条 件 

 

 

 

の理由 



様式第５号 

加古川市人権のまちづくり事業補助事業実績報告書 

 令和  年  月  日 

加古川市長 様 

補助事業者 

 

住所又は所在地 

 

団体名               

 

(代表者名              ) 

 

加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱第７条の規定により、補助事業の実績を 

次のとおり報告します。 

 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
令和   年   月   日  加人文第     号 

補 助 金 

交 付 決 定 額 

円  

（うち交付済額         円） 

補助金清算額 円  

補 助 事 業 の 

実 績 内 容 

 

 

添 付 書 類 

 

１事業報告書 

２収支決算書 

３現金出納簿 

４領収書添付シート 

５活動報告書 

６出席者名簿 

 

 

 

 



様式第６号 

加古川市人権のまちづくり事業補助金確定通知書 

 加人文第      号 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

加古川市長           印 

 

 

加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり通知します。 

 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
令和  年   月   日  加人文第     号 

補 助 金 

交 付 決 定 額 

円  

（うち交付済額         円） 

補 助 金 交 付 

確 定 額 
円  

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 

加古川市人権のまちづくり事業補助金請求書 

令和  年  月  日 

加古川市長 様 

 

補助事業者 

 

住所又は所在地 

 

団体名                

 

（代表者名             ） 

 

補助金の交付を受けたいので、加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱第 10条の規定に

より、次のとおり請求します。 

 

確定通知年月日 

及 び 番 号 
 令和  年  月  日  加人文第     号 

補 助 金 交 付 

確 定 額 

円  

（うち交付済額             円） 

補助金請求額 円 

添 付 書 類 １ 通帳の写し 

 

（振込先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込先金融機関名  

支 店 名 
支店 

支所 

預 金 種 目 普通    当座    貯蓄 

口 座 番 号  

（フリガナ）  

口 座 名 義  



様式第８号 

加古川市人権のまちづくり事業補助金交付決定取消通知書 

 加人文第      号 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

加古川市長           印 

 

 

加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱第 11条の規定により、次のとおり通知します。 

 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
 令和  年  月  日  加人文第     号 

補 助 金 

交 付 決 定 額 

円  

（うち交付済額            円） 

補 助 金 取 消 

確 定 額 
円  

取 消 し の 

理 由 
 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号 

加古川市人権のまちづくり事業補助金返還命令書 

加人文第      号 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

加古川市長           印 

 

 

加古川市人権のまちづくり事業補助金交付要綱第 11条第 2項の規定により、次のとおり通知し

ます。 

交付決定年月日 

及 び 番 号 
 令和  年  月  日  加人文第     号 

補 助 金 

交 付 決 定 額 

円  

（うち交付済額            円） 

補 助 金 返 還 

決 定 額 
円  

返還を命ずる 

理 由 
 

返 還 期 限       年    月    日 

返 還 方 法  

 


